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予防原則の概念と実践的意義に関する研究(2 ) 
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村木正義

UI 予防原則の本質的要素

前稿までで，予防原知の歴史，適用，意義，概念などについて，多くの研

究・報告，また実際に予防原則を適用した国際条約等を検証した。その結果，

予防原則の概念をほとんど全ての事例に含まれる，科学的確実性の欠如，おそ

れ，予防的行動の 3つの「本質的要素」と，含まれたり，含まれなかったりす

る「偶有的要素」に分けて考えることを提案した。本章では，本質的要素につ

し るO

1 科学的確実性の欠如

1) 科学的確実性について

予紡原則の本質的要素の 1つ「科学的確実性の欠如Jは， I予防原知

は環境と健康安全規制jの意思決定において科学的不確実性を考産する必要を認

めさせたことだJと言われる (Treich[2001J) ように，予防原則適用の必須

条件とも言える O

文献上では「科学的不確実性 (scienti五cuncertainty) Jとし、う表現が多いが，

国際条約等では， I科学的確実性の欠如(Iackof scientific certainty) Jという

、方が多く， I科学的証拠あるいは決定的な証拠Jや「科学的情報Jという

もみられる O またその程度は形容詞 full(和訳として「十分なJが多いが，

「完全なJの訳もある)が多いが，形容認が付かないものもある O すなわち，
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「十分な(あるいは完全な)科学的確実性の欠如jが多い。また，ウイングス

プレッド宣言では「その因果関係が科学的に十分に確立されていないとしても

……J仁科学的不確実性を因果関係に限定している O

ここで留意すべきは，科学的不確実性は次項で詳しく論じるリスク事象の不

確実性とは異なる点である O 科学的不確実性は科学的に十分に確実でないこと，

すなわち科学的確実性の欠如を示している~その不確実の原因として，自然

の多様性，モデルの妥当性，単純な無知があると いるが (Kollureet 

al. [1996J邦訳128ページ)，オリオルダンは環境科学において不確実には 3つ

のレベル，すなわち起こったことを信用できる絵として描くため

も広範囲のそニタリングもないというデータの欠如，非常に複雑ではあるが，

ほとんど理解されていない関係を無視することで制限されるモデルの欠陥と，

認識を超えた不確実性があり，それを明確にすべきであり，前二者は時間と努

力で克服できるという (O'Riordan[1995J p. 8]) 0 

未来を正確に予測できないことについて，ヴォーズは不確実性と変動牲とい

う2つの要素があるためであるとし、ぅ O 不確実性はモデル化するシステムを特

徴づけるパラメータに関する評価者の知識不足(無知の水準)であり，詳細な

計測や研究によって，あるいは多くの専門家に意見を開くことで軽減できるこ

ともある O これは，評価者の評価であるため， なものである O ま

た，変動性 variabilityは偶然の作用であり，システムに関有の作用である O

これは研究や詳細な計測によって軽減できるものではないが，物理的なシステ

ムを変更することで軽減できる可能性がある O これら両者が組み合わさったも

のを全体的不確実性，あるいは単に不確実性ともいうと説明する (Vose

[2000]邦訳28-31ページ)0 

科学的根拠から見て，予防原則が適用される場合は，利用可能な定量データ

ではリスク評価が科学的にできない タ不足)場合と， リスク評価をした

1) 本論文ではリスク象の不確実性とのj昆間を避けるためにも悶l学的不確実性Jを用いず，

「科学的権実性の欠如jを用いる O
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が，様々な科学的不確実性があり，一つの解が得られない(大きな不確実性)

場合，の 2つにあてはめられる(石野他 [2004J)0これに関し，浦野 [2004J

は化学物質の場合，従来は後者の場合が多いと言われていたが，むしろ前者の

方が非常に多いのが実態で，だからこそ予防原則が極めて重要になっている O

とくに，生態系への影響について科学的に厳密に評価することは極めて国難で

あるから，予防原期で管理せざるを得ないとしづ O

何について科学的不確実性がある場合に予防原則が発動されるかという点に

ついて，高村 [2004aJ，[2004bJ は特定しない条約(気候変動枠組み条約な

ど)や，原因行為と損害または影響の因果関係の不確かさを問題とする条約

(越境水路及び、国際潟水の保護並び、に利用に関する条約， OSPAR条約など)

が多いが， リスクの水準(カルタ

それのある資源の条件(国連公海漁業実施協定)の不確かさ

もあるという。

2) 予防原則は科学研究にどう影響するか

うけるお

とする条約

予防原則は科学的確実性の欠如がある場合に適用されるが，その適用は科学

どう影響するかが次に問題となる O

グレイは予防原則は科学的事実に依存しておらず，環境哲学として最善と

るべきとする原則であり，科学的研究における予防原則の役割を否定した

(Gray [1990J) 0またクリーベルらは，予防原則は充分な科学的正当性なしに

意忠決定することを擁護するので，科学的には響かないという (Kriebelet al. 

[2001J)0 

このような否定的評価に対し，予防原則の適用後の科学的事実への影響につ

いて，ゴクラーニィは予防原則が適用されて後の意義として，科学的研究の誰

進をあげ (Goklany[2001J)，エリスは予防原則の結果をときどきそニターし

たり，測定する研究が，予防原則の適用から導かれる行為の本質的な部分であ

るという (E11is[2003J) 0また，パーガーは，管理，規制と公共政策の意思決

定において管理者は科学的情報を要求するが，情報は十分でない。その情報の
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ギャップは得られた情報を重みづけすることと予防原則によって部分的に埋め

られる O 環境問題におけるデータギャップを満たすための直接的研究を援助し

続けるなら，予防原則は大概有用であるという (Burger[2003a]， [2003bJ)。

気候変動枠組み条約が採択された1992年前後から IPCCの研究が急速

に進んだめのは，予紡原則の影響と考えることができょう O

3) 予防的行動をとる前に調べるべきか

科学的確実性の欠如の原国が科学情報の不足である場合はとくに，行動する

に調べるべきという主張が出てくる o Gollier [2001Jはリスクに対して行動

する正しい方法は行動する前に調べることが原則であり，予防原財はこの直観

的な知識に矛盾する O 将来についてもっと学ぶことが期待されるなら，行動す

る前に学ぶことは予防措置の効果をもっと大きくするとL寸 O この問題は，科

となっている科学情報に価値を認めることで，後の不可逆性の

項で述べる準オプション価値と関連する。

について，藤田 [1999J は世界を先進国，途上国の 2地域に分割

候変動に関するゲームモデルのシミュレーションを行い，近い将来における温

暖化の被害についての不確実性の学習が，世界全体の協力と

もたらすことを示した。さらに藤田 [2002J79ページは，学習が地球環

リスク管理に与える影響について，政策が一回限りの場合，学背の時期が早

ければ早いほど待つことによる便益が増加し，学習後での政策決定が支持され

るO 政策の変更ができる場合は，現在の過大な削減は学習後の適応，調整の可

能性を減らしてしまうので，次善の政策としては過小な削減のほうが望ましい

とし、う結論になるとL、う O ただ 一般的帰結として環境対策をあまり積極的に

すべきではないと主張しているのではないと付け加えている O

このような予防的行動をとる前に調べるべきという意見もあり，また取るべ

2) IPPC (気候変動に関する政府間パネル)では1990年， 1995年， 2001年と三次にわたり評価報

告書を公表したが，その研究内容は最新の科学的・技術的知見が盛り込まれ大きな進展が見られ

る。
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き行動の時期を特定していない予防原則もあるが， として，科学的

確実性の欠如があるなら，予防原則は調べる前に，いま予防的行動をすること

を求めていると考えるべきであろう O

2 おそれ

「おそれ」は予防原則の本質的概念要素の 1つであるが，その表記の内容に

はかなり騒があるO 例えば， 1)オ宣言や国連欧州委員会ベルゲン宣言，また気

候変動枠組条約など多くで「重大または回復不可能な損害の脅威Jめとし、う O

ウイングスプレッド宣言では， I人の健康か環境に害する恐れ」と広く捉えて

いる O さらに，オゾン保護のウィーン条約では

を及ぼすおそれj，カルタヘナ議定書では「及ぼす可能性のある悪影響」と

は potential(ly)という語を加えており，潜在的な脅威であることを強調

している O

これらおそれはリスク事象として捉えることができる o I予i功原則の主な

ゴールはリスクについて充分な科学的情報が利用できる前にリスクの防止を促

進することj(Treich [2001J)， I予防原則の 1つの

面して予防的行動をとることj (Kriebel et al. [2001J)， リスクと

不確実性を扱う方法の必要に定、じて予防原則は現れたj(Rogers et al. [1997J) 

のように，予防原則のおそれはつスクあるいは不確実性との関係で論じられる

ことが多い。しかし，予防原則の対象は単なるおそれではなく，科学的確実性

の欠如がある場合のおそれであるから，後述するように， リスクではなく不確

る必要がある O

まずリスクと不確実性についてみることにする O

3) 地球環境法研究会編 [1999J と環境省編 [2004Jの和訳をみても，重大と深刻，回復不可能と

不可逆性，損害と被害，脅威とおそれと，宣言や条約によりまちまちであるが， r重大または凶

復不可能な損害の脅威jが一番多い。
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1) 1)スクと不確実性

リスクの定義は多様であるがヘー投的には被害の生起確率と被害の

として，次式のように定義される。

R= l(p;，D，.)， 1，2，3，… ，n) f 

Pi:各シナリオの発生する頻度や確率の集合，

D;:各シナリオから出てくる望ましくない結果の

大きさとその測度の集合

①
 

しかし， リスクと不確実性との関係については主に生起確率によるとして論

じられる O 古くナイトは， I日常会語において，または経済論争において不用

いられている「危険」とし寸言葉は，実際に経済組織の現象に対するそ

の因果関係において，機龍上少なくとも範時的に異なるところの 2つのことを

んでいる」とし， I測定し得る危険 (risk) と，測定し得ない不確

(uncertainty)があるj と峻別した。さらに f客観的および主観的確率という

おのおの危険および不確実性を示すものとして使用することができる。J，

「危険と不確実性の二つの範轄の開に於ける実際的相違は，危険においては諸

例の一群団における結果の分布は知られている(先験的に計算を通じてかまた

4) 例えば， リスクとは人間の活維持や社会経済活動にとってく望ましくない事象〉の不確実さ

の程度，およびその結果の大きさの程度を(池田 [2004J15ページ)，また人の健践，生命の質，

あるいは環境の質に対して結害を支えるチャンスを意味する (Grahamand Wiener (eds.) 

[1995J邦訳22ページ)0 r 1)スクアセスメントブックj (Kollure et al. [1996J邦訳12ページと44

ページ)では， リスクは「傷害や病気，経済的損失などを含む懇影響の大きさとその発生度合い

を表す測度J，あるいは「ハザードの性質，遭遇の可能性つまり議触への道筋(暴露可能性)，曝

される集団の特性(受容者)，起こる蓋然性，その影響の強さ，公衆の価値観によって決まるj

と言い，環境白書(環境庁 [1999J252-253ページ)では， r人間の活動に伴う望ましくない結果

とその起こる確率を示す概念で，人陪にとって好ましくない出来事について影響の大きさj

に「発生の不確かさJを掛け合わせて評価するのがリスクの基本的な考え方」とL、ぅ O また， リ

スク評価およびリスク管理に関する米国大統領/議会諮問委員会編 [1998J は「リスクは物質ま

たは状況が一定の条件のドで筈を生じる可能性で，良くない出来事が起こる可能性と，その良く

ない出米事の重大さの 2つの要素の組み合わせで‘あるJとしている。

それに対し何百は「環境リスクとは，“環境への危険性の定量的な表現で、「どうしても避け

たい環境影響jの起こる硲率で表現される"と定義できるJ，rリスクとは， rどうしても避けた

いこと」の発生確率であるjという(中間 [1995] 4ページ，中西飽 [2003] 1ページ)0 
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は過去の経験の統計からのいずれかにより)が，不確実性の場合においては，

これは真実でない。」と論じている (Knight[1921J邦訳66ページと306ペー

ジ)。この定義は現在でも広く使われておりへ リスクと不確実性の違いを被害

よるととらえている。

これらに対し，ハントは， Wynneの4つの不確実性，すなわち，リスク，

無知，測定不能を紹介しぺ「リスクと不確実性のギャップは科学を

もっと生産することで埋める余地があると理解され，リスク，不確実性，無知

は知識の多いから少ないという線形のスケールで考えられる」という (Hunt

[1994J)。また，口ジャーズは不確実性の程震に従って，限界づけられた不確

(ハザードと被害の間の確率的関係を確立するのに充分な科学的な基礎が

ある場合)から，大きな不確実性を持った状況(不確実性が無知に等しいよう

な場合)までの 3種のシナリオを提案している (Rogers[2001J)。

リスクと不確実性について，英国 (ILGRA) は次のように説明する O

の結果についての不確実さを横軸に，危害の起こりやすさの不確実さを縦軸に

示せば，原点付近のコーナーに，結果と生じやすさが確立され，その健全性が

確認される，伝統的なリスクが表示される O そこでは，伝統的なリスク評価が

利害関係者に一般的に有効と受け入れられるので，予防原則は関連しない。し

かし，盛標軸に沿って移動するにつれて不確実さ

防原則を発動し，適用しなければならなくなる

し

リスクアセスメントに

る省庁間連絡グループ (ILGRA) [2002J邦訳551ページ)。このようにリ

5) 例えば， Kolstad [2000]邦訳230ページは，経済学では主観的，容観的な不確実を区別する伝

統があるといい，ランダムな事象の生起確率が客観的に知られているときリスクを扱っていると

いい，確率が主観的であるなら不硲実性を扱っているとL、う O

6) Wynne [1992Jは4つの不徳実性，すなわち， リスク:検討中のシステムの眼界を知ることで

あり，含まれるファクターを定量化できるもの，不確実性:システムのパラメーターの知識を表

現するが，含まれるファクターの定量的な意味がないもの，無知1(ignorance) 分かつてないこ

と(無知が同一であると証明するためには，新しい知識の発見が必要C)，さらに，測定不能

(jndeterminacy) 基本的にオープン・エンドで，社会の文献におけるすべての知識とその深く

留まっているものの条件的特質を認識することを含むもっとも複雑な概念，があるという O この

測定不能，特に社会的種類(知識の生産に組み入れられる)の測定不能がリスク，不確実性と無

知に合意され，科学的・技術的知識のすべての形の特性であるという CHunt[1994Jによる)。
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スク事象をとらえるなら，伝統的リスクは予防原則ではなく，未然防止原則が

適用される O

しかし，近年このようなリスクあるいは不確実性を生起確率と被害の大きさ

の2TIfiで捉えることの眼界が指摘されている九この点と予防原則との関係に

ついては別に報告する(村木 [2007J)0 

確実性の世界は，各主体の行為と結果との関の対応、関係が一意的に決定され

る世界であるが，不碍実性の世界はもっと複雑である O 不確実性の存在は政策

(プロジェクト)の結果が一意的に決まらないことを意味し，任意の期間にお

ける結果が採用される政策だけではなく，その他の事情にも依存していること

と，それ ラメータに関する正確な知識が欠けていること

味する (Dasguptaand Pearce [1972J邦訳207ページ)。また，ある 1つの行

為に対して複数個の結果が対応するのが普通であって，どの結果が生じるかは

その時の状態に依存する O 行為は個々の主体がコントロール可龍な変数で、ある

が，状態はコントロール不可能な変数を意味する O そして人間行動における不

とし、う意味は，制御不可能な変数である状態の生起について各主体が完

全な知識を持ち合わせていないことによる(酒井 [1982J4-8ページ)。

2) 不可逆性

不可逆性とは，いったん決定すると，元に戻すことが物理的に不可能であっ

たり，極端に高価な変化が起きてしまうことをいい，例えば，熱帯雨林や複雑

な湿地帯の喪失 (Turneret al. [1994J邦訳59ページ)，水俣病などの日本の公

(吉田・吉田 [2004J)，農業濯j民運河，水力発電などのために自然の渓谷

を貯水池に利用する場合 (Barkleyand Seckler [1972J) などがある O 環境問

題における不可逆性は，生物の絶滅のように回復不可能な被害が生じる環境被

るもの，排出される汚染物質を回収することができなし

悶となる汚染物質蓄積に関するもの，現在環境保全または汚染物質削減のため

の投資に用いられる資源は他の用途では利用できないことを意味する環境保全

7) 例えば，酒井 [2003J，標 [2003J，Stirling [2001J 0 
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のための投資に関するものがある(藤田 [2002J66ページ)。

不可逆性を経済学的に捉えると，将来利用可能な政策選択の幅を著しく減少

させるような意思決定であると定義できる (Henry[1974J)。従って，不可逆

性を明示的に考えるためには勤学的に捉える必要がある O しかし，伝統的な費

用便益分析の枠組みに入れることは簡単ではない。分析はより難しくなるが，

動的計磁法には，それらを明示的に考えることができるという利点がある

(Conrad [1999J邦訳165ページ)。実際，アローらは，土地開発の不可逆性を

2期間の動学モデルによって分析し，土地開発，環境保全の便益が明らかにな

るまでは土地を開発しないで残しておくとしづ政策が正の価値をもつことを示

した。期開 1の開発を延期するならば，失われるのは期間 1の開発の儲催だけ

であり，期間 2には情報に応じた行動がとれるので，得られる情報には価値が

あることになる O この情報の価値を準オプション価値と した (Arrowand

Fisher [1974J)ヘアローらの考え方を汚染問題に適用すると，

である現在では汚染物質の蓄積が不可逆性であることを考慮し，積極的に排出

削減すべきということになり，環境保全を主張する予防原知の考え方へと発展

する(藤田 [2002J67ページ)。

3 予防的行動:予防措置

「予防を行うための防止方法が実施されない限り，予防原則はその目的を達

成しなし、J(Tickner [1999J) ように，予防原則が求める行動が重要になる。

その行動には，①不確実性をダメージを防ぐ行動を遅らせる為の理由にすべ

きではない，②たとえ原菌と結果の関係がはっきり確立されていなくても，

予防的な対策が取られるべきである，③たとえ被害が起こることが確かでな

8) コルスタァドは， r準オプション儲錨という用語は Arrowand Fisher [1974Jが初めて使用し

たが，その正確な意味については長年にわたって議論されている o Hanemann [1989Jは，それ

を言及した最も新しい研究と思われるが，そこで‘はわれわれが準オプション価値を第 1期に開発

が行われなかった場合の完全情報の期待価値として定義したのと同様に， 2期モデルにおいて定

義している。他の研究では，環境破壊が不可逆的であることによる価値の損失合計として定義し

ているJと紹介している (Kolstad[2000J邦訳252ページ)。
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くても，その行動は妨げられるべきであり，あるいはその物は消し去られるべ

きである，の主に 3つの基本的なパターンがある O ①も②もある特別の状況下

でどんな行動をとるべきかについてはっきりしたガイダンスを与えていないが，

③は何らかの適切な行動を要求するばかりではなく，被害を引き起こしうる行

為や物を全て消去するという極端な行為を要求する (Kheifetset al. [2001J) 0 

この点について第 1表で予防的行動の楠に表記したが，③に該当するのはそン

トリオール議定書だけであり，他は①か②の弱い基準9) になっている O しかし，

①や②とした条約でも，議定書などでその予防措置を明確に決めれば強し

にすることもできる O これら 3つの予防原貯の違いは，証拠の強さや取られる

べき行動の強さへの要求を表しており，予防原則への要求が満たされた時でも，

取られるべき行動には大きなi揺がある O 例えば，すぐさまハザードへの曝露の

阻止あるいは消去を意味するものから，適切な費用効果的な行為を意味するも

のまで様々である O ただし，費用効果的な行為であっても，まず可能な限り

効な行為を考え，費用については二番目の決定要素としている(標 [2003J)。

予防的政策を行うための道具は，禁止と段階的廃止，クリーン生産/汚染防

止，代替のアセスメント，

[1999J) ， レベルにより段階的

止，

グ)，科学的知見の収集・

ど沢山あるが (Tickner

、レベルから禁止，

の届出，ラペリン

られる(村山 [2004J)0 それではどんな

対策が適当か。それに対し，シェトラー [2003J 128ページは，予防原則は特

定の状況下でどの行動が適切かを決めるものではない。可能性のある様々

前行動の中からの選択は，潜在的有害性に対する証拠の重みをすべて考癒する

9) フレミングは，予防原則には言弘、パージョンと強いパージョンであるという o ~8\' 、パージョン

は「無知をリスクがない，あるいは著しいリスクがないと仮定する間違えをすべきではなし、」と

いい，これは「リスクのあるプロジェクトを避けることについて何も言っておらず，ただ不確実

性を認めるべきであるjという。一方強いパージョンは「受け入れられない環境結果を避けるー費

用が必要以上に大きくなったとしても，その費用を作らなければならない。Jという O これはリ

スクのもととなるプロジェクトを拒容することであり，含まれる費用は確かであるが発動された

拒否は不確実性をベースにしているという問題があるという (Fleming[1996] pp. 147-149) 0 
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こと，その証拠に伴う科学的確実性の欠如の種類と程度，影響を受ける危険性

のある人々の参加，可能性のある加の行動(複数)を評価すること，を明らか

にして，行わなければならないという O

は，例えば， EUは対策(措置)は選択された保護水準に見合うもの

でなければならず，無差別に適用され，既に採られた類似の対策と矛盾のない

ものでなければならない。また，行動をとる場合ととらない場合の潜在的便益

及び費用の検証に基づくべきで，新しし タに照らして検証されるべき

であるとし，

あまり

タがまだ不完全・不正確・未結論で， リスクが社会的に

ぎると考えられる間は，維持されるべきであるという (EU[2000J 

邦訳129-132ページ)。さらに，費用と便益の検討では， EU全体の費用を，

期的にも長期的にも比較することが必要である O このことは経済的費用便益分

析だけではなく，その適用範囲はもっと広く，可能なオプションの効果や市民

にとっての受入可能性といった非経済的考慮も含んでいる O このような検討を

行う際に，健康の保護が経済的考患に優先するという一般原知及び裁判所の特

例法が考慮されるべきであるという(向上書， 119ページ)。

また，カナダでは，予防措置のための原則として 5項目:科学，技術および

社会が選択する保護水準の進展に伴い再検討すること， リスクの潜在的な深刻

さと社会が選択する保護水準とを均衡させること，非差別的で，同じ状況で取

られた措置と一貫していること，最少の費用で社会に全体として純利益をもた

らすこと/措置の選択に当たって効率的であるという目標をもって費用効果的

であること，さらに，上の特徴を満たす複数の選択肢が存在する場合には，

も貿易制限的でない措置を採用すること，を示し，措置に対して'慎重な面を明

らかにしている o (カナダ政府 [2001J邦訳465ページ， [2003J邦訳518-519

ページ)。

キャメロンらは予防1的行動として正当に採用される手段として，費用効果法

だけが要求されるわけでもなく，または起こっている被害を防ぐためにとられ

るすべてが予防的行動でもないといい， r予防原期は科学的証拠以外も支持す



60 (584) 第 178巻第 5・6号

第3表 予防原則の本質的要素と類似概念との関係

科学的確実さの度合 おそれ 措 置 適用する原則

科学的確実性 リスク 未然防止措置 未然防止原則

科学的不確実性 不確実性 予防措誼 予防原則

科学的情報なし 主登 知

る行動しないことについての相対的費用を評価することを要求する O この評価

は政策制度が社会・政治・文化・経済の各認識をバランスさせるようにあえて

るJという (Cameronand Abouchar [1996J p. 44) 0 

予防措置の適用が，アメリカとヨーロッパ開の重大な貿易問題に発展してき

ているという西津 [2003a]， [2003b] は，予紡原則に基づくヨーロッパ流の

アプローチと科学的証明を待ち，予防的措置をとらないアメリカ流のアプロー

チとしづ認識が通説となっているが，実際，その違いは強調されるほどではな

い。ただ，両者の予防措置の解釈・適用の違いが生じるのを理解する上で，

会システム，政治文化の違いによる留を認識すること あろうという O

最後に，予防原則の本質的要素と予防原則および類似の涼則との関係を示す

と，第 3表のようになる O なお，岩田 [2004Jは「予防原則を適用するために

必要な条件の 1つは現時点で悶果関係を証明するだけの十分な科学的証拠が入

手できないことであるから予防措置が予防原則に基づかない場合もある O 逆に

言えば，現時点で因果関係が科学的に証拠づけられている事態に対して，これ

を防止または抑制するために取られる予防措誼は予防原則に基づくものではな

いJという O しかし，第 3表のように考えるなら，このケースは予防措誼では

なく未然防止原則による措置と言うべきであろう(前稿第II3 -2) 

IV 予防原則の偶有的要紫

予防原則概念の偶有的要素として行動の費用効果性，過失の許容範間の釣り

、， 自然権の根拠，責任の遡及，代替案の探求，
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への公衆参加，能力に応じた義務などを上げたが，その中で行動の費用効果性，

意思決定への公衆参加について論じる O

1 行動の費用効果性

予防原則で経済的考慮を謡っている国際条約等は少ない。 2001年の残留性有

機汚染物質に関するストックホルム条約があり，その前文で「環境に関する

用の内部化及び経済的手段の利用の促進に努めるべきであるjとしている O

それに対し，予防原則から導かれる予防的行動，すなわち措置に対し費用効

果性を求める条約等は少なくない。例えば， リオ宣言，長距離越境大気汚染条

約硫黄放出削減議定書(オスロ議定書)，持続可能な開発に関する世界首脳会

は， I環境悪化を防止するための費用対効果の大きな対策/措置

をJ延期すべきでないと明記している O また，気候変動枠組条約では， I政策

及び措置は，可能な限り最小の費用によって地球的規模で利益がもたらされる

ように費用対効果の大きいものとすることについても考慮を払うべきであるJ

と規定している O さらに，やや抽象的にはなるが，モントリオール議定書で、は，

「オゾン}曹を保護するための措置が，技術的及び経済的考患を払ったものであ

り，かつ関連する科学知識に基づいたものであるべきJ っている O

しかし，ここで留意すべき点は，これらは予防原則そのものを規定するもの

ではなく，その本質的要素の 1つ予防的行動を規定している点と，予防原則の

多くが予防措置まで言及していない点である O そのため，行動の費用効果性を

予防原則の本質的要素とは言えない。

2 挙証責任の転換

予防原則が適用されると，措置の必要性を挙証/立証する責任が，規制等の

対策を行う者からリスクを作り出す者に転換するという考え方がある O 第1表

にみられるように挙証責任の転換を盛り込んでいる条約等はあまり多くない。

モントリオー ロンドン ストックホルム条約など
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有害物資の排出削減に関するものに見られ，また条約より く見られ

るO これに関して，高村 [2004aJ は，予防原則を定める環境条約には，

責任の転換を定める明文の規定は見られない。しかし，具体的に予防措置を制

度化して，それによって挙証責任を転換するとしヴ手法をとる条約があるとい

つO

EU，英国およびカナダでは，一般的にこのような考え方を採用している。

ただ具体的に，いつ，ど れるかとし、う問題について

はケースパイケースで判断すべきであるとし，その判断に当たっては，

任や権限を有するのか，誰がタイムリ -f情報を提供できるかといった視点か

ら判断されるべきものとしている O また，いずれにしても影響がないと証明す

ることは不可能であるため，挙証責任が転換される場合にも，その内容は，可

龍な範囲で科学的な情報を提供する責任となると考えられる(環境省編

[2004J 10-1]ページ)。

また，挙証責任の転換は被害者となり易い市民などにとって重要なことであ

り，ウイングスプレッ もローウェル声明にも明記されている O

3 意思決定への公衆参加

環境法で明確に公衆参加を掘ったのは1990年のベルゲン宣言であろう O そこ

では「持続可能な開発と両立する政治的変化をもたらす住民の結集を可能とす

るために，適切な情報及び教育が与えられる社会が参加することの重要性を強

調する」といい，または寺続可能な開発を促進する際に，女性の特別な役割を

し，……Jと言っている O その後リオ宣言をはじめ，気候変動枠組条約，

生物多様性条約にもこの要素が加えられ，近年さらに多くの事例が出てきてい

るO とくにリオ宣言では，原則10で f環境問題は，それぞれのレベルで，関心

のあるすべての市民が参加することによって，最も適切に扱われる。J，さらに

「国内レベルでは，各個人が，有害物質や地域社会における活動の情報を含め，

公共機関が有する環境関連の情報を適切に入手し，かつ意思決定過桂に参加す
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る機会を持たなければならない。Jとしている。また，生物多様性条約のカル

タヘナ議定書ではその第23条で，締約国は， LMO (Living Modi五edOr・ganism:

バイオテクノロジーで改変された生物)の安全な移送，取扱い及び利用に係る

公衆の啓発，教育及び参加を促進し，また， LMOについて

おいて公衆の意見を求め，当該意思決定の結果を公衆が知ることのできるよう

にするとしている O また，ウイングスプレッ

明記されている O

も，ローウェル声明にも

このように多くの条約等で意思決定への公衆参加が明記されたのは，予防の

き行動するか苔か，および行動する場合の措置内容の決定は，科

学的には十分に分からないことを前提とするものであり，社会的・政治的なも

のであるため，科学的確実性が高い状況に比べて，より高い透明性，

および利害ないし関心を存する者の幅広い関与(公衆関与)が必要であること

による [2004] 10ページ)。

また，米国では1990年代に， リスク評価とリスクマネジメントを明確に分離

すべきとした初期の考え方が転換され， リスク評価の最初の時点から，

・グループが参加すること，意思決定を視野に入れたリスク評価を行うこ

と，またリスクコミュニケーションを専門家から素人へのリスク'情報の一方的

として捉える見方を明確に否定し，市民をリスクコミュニケーションに

おける対‘等なパートナーとして位置づけることが堤言された。さらに，単純化

米国のリスク行政の基本的な考え方， リスク評価とリスクマネジ

メントの分離から， リスクコミュニケーションの重視とL、う段階を経て， リス

ク評価への利害関係者の参加へと変わっていったと言えるだろう。という

原 [2004])0 

このように，意思決定への公衆参加の重要性が最近とくに高まっており，将

来予防原則の本質的要素に入れる必要が出てこよう O
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4 IJ¥括:予防原則の本質的要素と偶有的要素

1， 1I章の検討で，多様な予防原期を分析するため，その概念を要素

に分解し，それらを 2つに大別し，本質的要素と偶有的要素に分けて捉えるこ

とを提案した。それを受けて第田章で 3つの本質的要素について，第百章で偶

有的要素の行動の費用効果性，挙証責任の移動，意思決定への公衆参加につい

て取り上げた。

第 1の本資的要素である科学的確実性の欠如についてはし、ろいろの表現があ

るD 文献では，科学的不確実性が多いが，間際条約等ではその桂皮を含め

分(完全)な科学的確実性の欠如Jが多い。予防原則の適用が科学的事実へど

う影響するかについては意見が分かれる O しかし，結果のモニターやデータの

不足を満たすための研究支援など新しい研究や技術の振興に努め，その結果を

持って再評価をすべきであろう O

第2の本質的要素であるおそれは，環境と人の健康を対象とし，その種類は

不確実性(その程度はとくに重大な)と不可逆性，あるいは損害あるいは悪影

おそれであり，潜在的なものから顕在化されたものまで多様なおそれを含

んでいる O 従って正確には「環境と人の健康に対する

な損害あるいは悪影響のおそれJというべきである O

このおそれをリスク事象として捉えると，いわゆるリスク

または不可逆的

が分かるリスク)ではなく不確実性にあたる O 不確実性について，その原因が

自然の多様性，モデルの妥当性と，単純な無知があるとか，そのレベルにデー

タの欠如，モデルの欠陥と，認識を超えた不確実性の 3つがあるとか，また未

来を正確に予測できない理由は不確実性と変動牲という 2つの要素があるとす

るなら，単純な無知，認識を超えた不確実性，変動性以外の不確実性は科学的

不確実性と関係していると言える。すなわち，予防原則の対象となるおそれの

大部分は科学的不確実性と直接関係していると蓄える。その不確実性の世界は，

各主体の行為と結果との間の対応関係が一意的に決定される世界ではなく，

もっと複雑である O
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第 3の本質的要素をである予防的行動は，こ けの意味としては，損

るいは悪影響を防止する行動である O しかし，その対-象がおそれであるた

め，事後対策ではなく事前対策となり，またそのおそれが科学的に不確実であ

るため，未然防止行動(未然防止涼刻による)ではなく，予防的行動とした。

すなわち予防措置である O

予防原則では予防的行動をとるとしているが，その多くは，どうのような予

防的行動をいつ，どのように実施するかを明確にしていない。予防原則への要

求が満たされた時で、も，取られるべき行動には大きな輔がある O 例えば，すぐ

さまハザードへの曝露の随止あるいは消去を意味するものから，適切な費用効

果的な行動を意味するものまで様々である O

予防措置として，禁止と段階的廃止，クリーン生産/汚染防止，代替のアセ

スメント，健康ベースの職業暴露の制限などがある O 従って，措置に関しては

いろいろの規制をする規制者が多い。

偶有的要素のうちの意思決定への公衆参加と行動の費用効果性は特に重要な

と吉える O これらは予防原則の多くで合められるようになっており，将来

さらに適用例が増えれば本質的要素とする方が良くなるかもしれない。ただ，

後者は予防措置を規定するもので，予防原期の本質的要素にはなりにくい留が

ある O

V 結論と考察

予防原則が環境政策に査場して30年以上が経過し，広くかっ多くのケ…スに

採用されてきたが，定義もその概念も特定されるに歪っていない。上に述べた

ように，予防原則を採用した国際条約や予防原知に関連する文献などをレ

ビューし，予防原則の歴史，概念，意義・批判，その適用について概観した。

その結果，予防原則の概念の本質的要素として科学的確実性の欠如，おそれ，

予防的行動の 3

実性がなくとも，

ることが分かり，予防原則の本質的概念は「科学的確

おそれがあれば，これを予防する行動を起こ
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すこと」といえる O 予防原則の概念や実銭的意義に関して以下の 5点を指摘す

る。

(1) 予防原則はその概念や適用の歴史的変化，対象の種類，科学的本確実さ

の程度，政府・産業界.NGOなど当事者，国内・地域・国際の法，社

会・文化的影響などにより，実に多様である O これを 1つの定義あるいは

概念としてまとめることはせず，し、くつかの要素としてみた。多くのケー

スに共通する要素として，科学的確実性の欠如，おそれ，予防的行動の 3

つがあることが分かり，本質的要素と呼ぶことにした。各要素ごとに微妙

に異なるケースはあるが，少なくともこれら 3要素で予防原則の本質を捉

えることができる O これら以外の要素，行動の費用効果性，挙証責任の転

換，意思決定への公衆参加などを偶有的要素と呼ぶこととした。予防原則

2つに大別することにより，多様な予防原則をより明確に捉える

ことができる O さらに，以下のことを指摘できる点にも，これらを分けて

考えることの存用性をみることができる O 第 1に，予防原則の本質的概念

として， r科学的確実性がなくとも，損害などのおそれがある場合に，そ

れを防ぐ行動を起こすこと」と言える O 第 2に，偶有的要素のうち

定への公衆参加と行動の費用効果性は予防原則の多くで含められるように

なっており，将来さらに適用例が増えれば，本質的要素とする方が良くな

るかも知れない。ただ，後者は予防措置を規定するもので，予防原則その

ものを規定すると く， はなりにくい面がある O

(2) 予抗原則の意義は，いままで考慮されてこなかった環境または人の健康

に対するおそれに光をあて，科学的不確実の下で政策決定をするための哲

学的権威を与え，予防的行動をとらせることと言えるが，適用された予防

原則の多くが予防的行動の内容を具体的に示していない。そのため，予防

原則そのものの実践的意義は乏しい。言い換えると，予防原則から

る予防的行動の内容や実施時期などによりその実践的意義は変わる。

(3) 藤史的にはドイツの Vorsorgeから発展し，科学的確実性がなくとも，
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おそれに対し予防的行動を起こすべしとして，予防原期は広く用いられて

きた。これに類似する原則として，損害が発生する前にそれを事前に防止

しようとしづ未然防止原則があるが，向者の大きな違いは科学的確実性の

欠如があるかないかであり，または潜在的リスクか確認されたリスクかと

も言える O これら南原則を会わせたものが Vorsorgeprinzip 

部)である O これらの関係において予訪原則を捉える必要がある O

(4) 従来リスク事象として，生起確率の分かっている，あるいは含まれる要

きるものをリスクと呼び，確率計算が不可能なもの

性と呼び¥分けて捉えられてきた。予防原則を適用すべき対象は，科学的

確実性の欠如の下で どのおそれであり，不確実性と言える O これ

によると，従来のリスクは未然防止原則の対象ではあるが，予防原則の対

とはならない。ただ，不可逆なリスクと，損失が便益より大きいリスク

は特別に予防原郊の対象となると考えることができる O

(5) 予防原則は必ずしも予防措置を特定しているわけではなく，とくに，国

際条約では予防措置の内容を特定せず，それを具体化する議定書などの段

措で特定していくことが多い。経済学的には予防原則は評価し難し、と

れるが，予防措置に対しては費用効果性を求める予防原則もあり，経済学

的評価は予防措量について行うのが適切であろう O この点については別途

報告する(村木 [2007J)0 
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